
議員提出議案第２号

事務調査に関する決議

上記の議案を別紙のとおり会議規則第１４条第１項の規定により提出しま

す。
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別紙

議員提出議案第２号

本会議における渋川市長の答弁の真偽の調査に関する決議

地方自治法第１００条第１項の規定により、次のとおり本会議における渋

川市長の答弁の真偽に関する調査を行うものとする。

記

１ 調査事項

（１）令和２年３月市議会定例会５日目の緊急質問において行われた

硯石に関する質問に対する渋川市長の答弁の真偽について

（２）令和２年３月市議会定例会６日目の一般質問において行われた

渋川市社会福祉協議会の人事介入に関する質問に対する渋川市長

の答弁の真偽について

２ 特別委員会の設置

本調査は、地方自治法第１０９条及び委員会条例第６条の規定により

委員８人で構成する、本会議における渋川市長の答弁の真偽に関する調

査特別委員会を設置し、これに付託して行う。

３ 調査権限の委任

本会議は、１に掲げる事項の調査を行うため地方自治法第１００条第

１項（及び同法第９８条第１項）の権限を本会議における渋川市長の答

弁の真偽に関する調査特別委員会に委任する。

４ 調査期限

本会議における渋川市長の答弁の真偽に関する調査特別委員会は、１

に掲げる調査が終了するまでとし、閉会中もなお調査を行うことができ

るものとする。



５ 調査経費

本調査に要する本年度の経費は２万円以内とする。

理 由

渋川市長が本会議で行われた議員の質問に対し、虚偽の答弁を行った疑い

があるため、議会として真相解明が求められている。


